
 

お客様各位 

 

2020 年 6月 1日 

東京海上日動メディカルサービス株式会社 

 

緊急事態宣言解除を受けた弊社サービス体制について 

 

平素より弊社サービスをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症「COVID-19」に関連して政府から発令された緊急事態宣言ならびに

各自治体からの外出自粛等の要請を踏まえ、弊社では感染拡大防止に取り組みつつ、お客様のご

要請に可能な限りお応えする形で健康管理や健康増進支援業務をはじめとした各種サービスをご

提供してまいりました。 

今般、政府による緊急事態宣言が解除されたことを受け、引き続き感染拡大防止策を十分に講じ

つつ、従前の業務体制としてまいりますのでお知らせします。今後は通常稼働でのサービスをご提

供してまいりますので、何卒引き続きご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

また現在弊社ではWeb会議システム等を活用した各種サービスをご提供しております。今後もコ

ロナウィルス対応の長期化が見込まれる中、個人や組織の更なる健康管理・健康増進のためにぜ

ひ活用をご検討いただければ幸いです。 

 

＜Web会議システム等を活用したサービスご採用例＞ 

●オンライン対面カウンセリング 

（主にメンタルヘルスに関する個別面談や新入社員へのセルフケア支援面談等） 

●オンライン上での各種研修の実施 

（コロナ環境下でのセルフケアのポイント等） 

●人事部門、管理監督者へのオンライン上での各種コンサルテーションサービス 

（ストレスチェック集団分析結果報告や職場環境改善コンサルテーション等） 

 

※Youtube上で視聴できるセルフケア動画も無料で配信しておりますのでぜひご覧ください。 

  https://youtu.be/X80gtGkomdA 

 

（動画イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/X80gtGkomdA


＜商品・サービスに関するお問い合わせ先＞ 

※受付時間：平日 9:00～17:00 

 

 

以上 

 

産業保健支援サービスに関するお問い合わせ 03-6704-4016 

電話医療健康相談に関するお問い合わせ 03-6704-4017 

メンタルヘルス支援サービスに関するお問い合わせ 03-6704-4029 

医療・介護のリスクマネジメントに関するお問い合わせ 03-6704-4005 

メール tmsinfo@tokio-mednet.co.jp 

mailto:tmsinfo@tokio-mednet.co.jp

